
Sai village
Sai 2021.2

12



国民健康保険税（第８期）、介護保険料（第５期）の納期は、

３月１日(月)です。忘れずに納入しましょう！
※納期ごとの納付が困難な方は、分割による納付も可能です｡
また、新型コロナウイルス感染症の影響による相談も受け付けています｡
お気軽に住民生活課税務係へご相談ください｡

税務署からのお知らせ
■ むつ税務署では、申告書作成会場を開設します。
○ 場所 むつ市金谷２丁目６－15 下北合同庁舎３階
○ 期間 令和３年２月１日(月)～３月15日(月)《土・日・祝日を除く》
○ 時間 午前９時～午後５時
申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には⽛入場整理券⽜が必要です。
⽛入場整理券⽜の配付方法は会場での当日配付とLINEによる事前発行があります。

※⽛入場整理券⽜の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合もありますのでご了承
ください。

※来場の際は、マスクの着用および検温の実施にご協力ください。
※37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。

■ 令和２年分の確定申告期限と納期限
○ 申告所得税および復興特別所得税・贈与税 ３月15日(月)
○ 消費税および地方消費税 ３月31日(水)

■ 令和２年分確定申告分の振替日
○ 申告所得税および復興特別所得税 ４月19日(月)
○ 消費税および地方消費税 ４月23日(金)
振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に納税ができる大変便利な制度です。簡単

な手続で利用できますので、税務署（管理運営担当）にご相談ください。
なお、すでに振替納税をご利用の方は、確実に振替納付ができるよう、事前に預貯金残高

をご確認ください。

■ スマホで確定申告ができます
お持ちのスマートフォンを利用して、令和２年分の申告所得税および復興特別所得税の確定

申告書を作成・提出できます。混雑する税務署へ足を運ぶことなく、ご自宅などから24時間い
つでも手続きが可能ですので､ぜひご利用ください｡利用可能な方は次のとおりです｡

【お問合せ】むつ税務署 ☎０１７５－２２－３２９４（音声ガイダンス２番）

項目 利用可能
収 入 給与所得、雑所得、一時所得
所得控除 全ての所得控除
税額控除 政党等寄附金特別控除、災害減免額
そ の 他 予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額


